




 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 





   ２ ０ ２ ３ 年 度 決 算    

       長 町 西 北 町 内 会 
収入の部         

   科    目 予 算 額 決 算 額  予算残       摘      要 

  繰  越  金   316,053   316,053 0 前年度繰越金 

  会     費   546,000   544,155 -1,845 ２６８世帯   

  助  成  金   280,000  253,810 -26,190 町内会育成奨励金 218,610 

                町内会助成金 144,690 

               市政だより 58,080 

               県政だより 15,840 

             花壇作り助成 35,200 

  雑  収  入   7,947   20,423 12,476 預金利息、奨励金など 

合  計  1,150,000   1,134,441 -15,559       
           

支出の部          

   科    目    予 算 額    決 算 額  予算残       摘      要 

総 務 部 680,000   577,165  102,835     

  
会 議 

費 
  100,000   15,737   役員会議、総会   

  
弔 慰 

金 
  100,000   35,000   香典     

  
謝 礼 

金 
      30,000   退任役員功労記念品*1 

  
交 流 

費 
  60,000   50,980   骨盤体操、七夕、バルーンアート 

  
報 償 

費 
  150,000   140,000   役員、組長   

  
事 務 

費 
  20,000   101,646   印刷、事務用品、パソコン、プリンター 

  
通 信 

費 
  15,000   11,000   電話代など   

  
広 報 

費 
  60,000   50,000   ホームページ 他   

  
雑   

費 
  175,000   142,802   花、肥料、プレート、交通費 等 

環 境 部 50,000   0  50,000     

協 力 費 140,000   133,970   6,030 外部団体会費、協力金*2  

助 成 金 260,000   260,000  0 明友会、好日庵   

渉 外 費 20,000   0   20,000       

   合   計 1,150,000   971,135     
通帳残

高 
  163,306 

          

          



*1 退任役員 佐竹元春 ３１年      赤塚キヌ子 ２２年    松本光雄 １５年  

 ＊ 総務部弔慰金の費目ですが、町内会会則 第 16 条（慶弔）1，2 項の香典、災害等のお見舞には 
   いいのですが、3 項の退任役員への記念品には合わないので、謝礼金の費目を追加しました。 
          

*2 協力費支払外部団体        

   長町地区町内会連合会、長町地区社会福祉協議会、長町学区民体育振興会、長町地区防犯協会 

   社会を明るくする運動長町地区、長町二丁目公園愛護協会、長町消防協力会、仙台南地区交通安全協会 

   長町青少年健全育成、長小指定避難所、長町共同募金会、日赤社費、十八夜観世音堂祭典委員会 

   長小北地区子供会、長小西浦二地区子供会、長中長町中央子供会、長中西浦地区子供会  

   長町まつり実行委員会        

          

別途積立金勘定         

      科      目  前年度 
本年入

金 

本年出

金 
残 高       摘      要 

   別 途 積 立 金 3,500,000 96,693 0 3,596,693 門前集会所・災害時 積立金 
    *資源回収，仙台市環境局より入金分 96,663 円  利息 30 円 
          

          

          

 会計監査日 202４年 3 月 １８日       

           

  収支状況につき関係帳簿及び書類などを照合した結果適正と認めます。   

          

 監 事  加藤   明彦      

          



２０２４年度 予 算 （案） 
     長 町 西 北 町 内 会 
       

収入の部      

          

科  目 前年予算額 ２０２4 年度予算額 摘   要 

繰 越 金   316,053 163,306 前年度繰越金 

会  費   546,000 558,000 2000× 279 世帯 

助 成 金   280,000 260,000 町内会育成奨励金 

           町内会助成金 

           市政だより 

           県政だより 

          花壇作り助成 

雑 収 入   7,947 18,694 預金利息など 

合  計   1,150,000 1,000,000   

       

支出の部      

       

科  目 前年予算額 ２０２4 年度予算額 摘  要 

総 務 部 515,000   335,000    

 会 議 費  100,000   80,000 役員会議、総会 他 

 慶 弔 費  100,000   50,000 香典、出産祝 他 

 交 流 費  60,000   60,000 町内内部交流会 

 事 務 費  20,000   50,000 印刷、事務用品など 

 広 報 費  60,000   60,000 ホームページ 他 

 雑  費   175,000   35,000   

環 境 部 50,000   80,000   ゴミ回収所整備、花壇整備 

報 償 費 150,000   165,000   役員組長報償費、通信費 

通 信 費 15,000      

協 力 費 140,000  140,000   外部団体会費、協力金 他 

助 成 金 260,000  260,000   明友会、好日庵 

渉 外 費 20,000   20,000   渉外活動費用 

合  計 1,150,000   1,000,000     



 



 

      



長町西北町内会会則（案） 
（名称および所在地） 
第一条  この会は、長町西北町内会と称し、長町西北部地区（長町一丁目・長町二丁目）に 

居住する所帯、並びにこれに準ずる者をもって組織し、事務所を会長宅に置く。 
（目的） 
第二条  この会は、会員相互の親睦と衛生的・文化的生活環境を作るとともに、福祉の向上をはかることを目的と

する。 
（事業） 
第三条  この会の目的を達するために、次のことを行う。 

１． 明るく住みよい町づくりの推進 
２． 清掃美化及び保健衛生の普及並びに実施 
３． 防火・防犯の普及徹底 
４． 民生委員及び老人クラブ（明友会）との連絡協調 
５． その他、会の目的達成のため必要とみとめられる事項 

（役員の定数及び任期） 
第四条  この会に次の役員を置き、任期は一年とする。役員に欠員が生じたときは速やかに補選し、任期は前任者

の残存期間とする。 
１．会長 ２．副会長（若干名） ３．総務部長 ４．会計部長 ５．環境部長 ６．防災部長  
７．監事（若干名） 
会長・副会長は各部を兼務することができる。各部には、必要に応じて副部長を置くことができる。 

（顧問の委嘱） 
第五条  この会に顧問を置くことができる。 

顧問は、長年に亘りこの会に貢献した者から、役員会の推薦により会長が委嘱する。 
（組の編成） 
第六条  この会を運営するため組を置く。組の編成は別に定める。組には組長を置き、任期は一年とする。 
（役員の選出） 
第七条  役員の選出は、町内会会員や役員会の立候補者、推薦者から選出する。 

役員の選出が困難な場合は、役員会に選考委員会を設置し、選考委員は会長・副会長及び役員二名とし、役

員二名については、役員会で指名する。役員選考委員会は、選考した結果を役員会に諮るものとする。 
（役員の職務） 
第八条  会長は、会を代表し会務を総括する。 

副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 
各担当部長は、会長の指示により分担業務や行事予定を作成し、運営実施にあたる。 
副部長は、担当部長を補佐し、部長事故あるときは、代行する。 
監事は、会計の執行を監査し結果を総会に報告する。 
組長は、組を代表するとともに、組内の連絡・情報類の配布、会費の徴収を行う。また、組の要望その他に

ついて役員会に反映させる。 
（役員会及び組長会議の開催） 
第九条  役員会及び組長会議は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。 
（役員会） 
第十条  役員会は第四条に規定している役員をもって構成し、次の事項を審議する。 

１．総会に提出する案件の調整 
２．内規の制定 
３．事業計画の作成、実施 
４．役員の分担事項 

（合同会議） 
第十一条 役員及び組長の合同会議は、次の事項を審議する。 

１．総会に提出する案件 
２．その他の事項 

（総会） 
第十二条 定期総会は、毎年 4 月に開催し、次の事項を審議する。 

また、会長が必要と認めたとき、または会員の過半数以上の要請があった場合は、臨時に総会を開くことが



できる。 
総会は、事前に文書にて組長に諮り、議案書を配布したうえに、文書総会にて開催することとする。 
議決は、文書総会は、委任も含め過半数の同意委任で決定する。 
１．会則の制定及び改正 
２．事業計画及び事業報告 
３．予算・決算 
４．その他の必要と認められる事項 

（経費） 
第十三条 この経費は、会費、助成金、寄付金その他雑収入をもってあてる。 
（会費） 
第十四条 会費は、年間 2,000 円とする。6 か月未満の町内会在住の場合は、その年の会費を徴収しない。また、特

別な事情がある場合は、役員会に諮り、別に定める金額とする。 
（会費の減免） 
第十五条 会費は次の場合、役員会に諮り減免することができる。 

１．生活保護者 ２．長期療養者 ３．罹災者 ４．その他特別の事情により必要と認められる者 
（慶弔） 
第十六条１．会員及び同居の家族（一年以上同居した者）が出産されたときは、お祝いをおくる。（3,000 円） 

２．会員及び同居の家族（一年以上同居した物）がご逝去されたときは、ご香典をおくる。（5,000 円） 
３．災害等により、損害を受けた場合、役員会に諮りお見舞いをおくる。 
４．十年以上在籍した役員に記念品をおくる。 

（会計年度） 
第十七条 この会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月３１日に終わる。 
（会則の改正及び廃止） 
第十八条 この会則は、文書総会において委任も含め過半数の同意がなければできない。 
（内規の制定） 
第十九条 この会の運営上必要あるときは、役員会に諮り内規を定めることができる。 
（附則） 
第二十条 この会則は平成十八年（２００６年）６月４日より施行する。 

会則改正 令和五年（２０２３年）４月改正 
会則改正 令和六年（２０２４年）４月改正 


